
 

※基本的な届出の流れは、一般地区と同様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審 査（事務局判断以外のもの） 

補助金交付申請「建築主」 

補助金交付決定「市」 

景
観
審
査
委
員
会
に
よ
る
審
査 

【届出の提出】 

景観形成基準(基本基準)に

適合しているか？ 

 

景観形成基準 

(修景基準)による計画 

行為の届出の【事前相談】 

（事前相談申請書類・計画図面を基に、基本基準に合

致しているかの審査を事務局「市」が行う。） 

建 築 に 着 手 

適 合 不適合 

指導・勧告 

変更命令 

修正 

景観審議会による審査 

景観アドバイザーによる判断 

 補助を受ける場合 補助を受けない場合 

事前審査 対象外であれば  対象 

建築の計画段階で・・・ 

（市景観担当部署と事前協議を行う） 

届出の流れ【重点地区】 


